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６
月
１
日

茨城県境

～

砂ヶ原橋

６
月
15
日

日光市大谷川関の沢橋

～

上　流

６
月
３
日

砂ヶ原橋

～

高徳堰堤

９月１日 AM6：00～ ９月25日 AM6：00～８月25日 AM6：00～

９月１日 AM6：00～

８月１日 AM６：00～９月１日 AM６：00～ ６月１日 AM6：00～

９月25日 AM6：00～

30

魚病の発生とまん延を防ぐために！

釣り人の皆様のご協力をお願いします。

❶ 元気の無いおとりアユは買わない、使わない！
❷ 他の河川からアユを持ち込まない！
❸ 使ったおとりアユと釣ったアユは全て持ち帰る！
❹ 使用後のタモ網、曳舟、足袋、ウェーダーは水道
　 水で洗濯し乾燥させ、アルコール系消毒液もし
　 くは逆性せっけん液で消毒しましょう！

海鮮居酒屋
鬼怒橋 たつ味

－鮎　オトリ販売－
宇都宮市石井町旧鬼怒橋際　TEL 028-661-6970



（平成30年度）

東古屋湖特別漁場
大谷川特別漁場

塩谷郡塩谷町大字上寺島地先、西荒川ダムから上流東古屋橋上流端に至る西荒川の地域

日光市大谷川霧降大橋上流第十二床固～霧降大橋下流所野第三床固までの区域

赤川ダム特別漁場 宇都宮市福岡町字細野地先、赤川ダムから上流の赤川の区域

荒川（矢板市大槻地先黒岩堰
上流）
板穴川、田川、五行川、小貝川
大谷川（日光市開進橋から下流）
日光市大渡橋から日光市高徳
発電所堰堤

茨城県境～日光市高徳発電所取水堰堤までの区間、及び各支流流域
日光市並木大橋から下流の区間
宇都宮市東岡本町転倒堰～同市下ヶ橋町西川橋の区間

鬼怒川【茨城県境より日光市高徳地先道谷原発電所取水堰堤
までの区域】及び支流〔江川・西鬼怒川・松川・清水川・泉
川・松原川・寺小路川・土佐川・白石川・遅沢川・古大谷
川・板穴川（東武鉄橋下流の区域及び旧日光市と旧今市市
境より上流の区域、丁字沢川、令沢川）〕。大谷川【華厳
滝壺下流】及び支流〔志渡渕川・丸見川・鳴沢川・赤沢川・
稲荷川・田母沢川・荒沢川・左沢川・蛇沢川・ヒネリギ沢
川・中ノ沢川・小岩沢川・犬母沢川・天狗沢川・根通沢
川・芦沢川・カマカタ沢川〕。荒川【矢板市大槻地先黒岩
堰上流の区域】及び支流〔東荒川・尚仁沢川・黒沢川・石小
屋沢川・天上沢川〕。西荒川及び支流〔大名沢川・松手沢
川・シナシ沢川・寺沢川・細沢川・白沢川・ネタ沢川・黒
沢川・東ハナレ沢川・造林小屋沢川〕。小貝川【茨城県境
上流の区域】及び支流〔ぐみ川・百目鬼川・大羽川・小宅川
大川・桜川〕。五行川【茨城県境上流区域】及び支流〔江
川・行屋川・野元川・井沼川・冷子川・大沼川〕。田川
【茨城県境上流区域】及び支流〔釡川・山田川・前川・逆
川・寅巳川・赤堀川〕。姿川【壬生町安塚地先淀橋上流区
域】及び支流〔武子川・板橋川・赤川〕。

区　　　　　　　域 解　禁　日
鬼怒川及びその他の河川（日光市水郷橋より上流の大谷川を除く）
大谷川（日光市水郷橋より上流）

３月１日（木）６時～
４月１日（日）６時～
３月３日（土）６時～

休　場
東古屋湖特別漁場
大谷川特別漁場

河川名
茨城県境～真岡市砂ヶ原橋まで
真岡市砂ヶ原橋～佐貫頭首工堰
佐貫頭首工堰～日光市高徳発電所堰堤
日光市関の沢大橋から下流
宇都宮市白沢地先東岡本町転倒堰下流
日光市栗原地先東武鉄道鬼怒川線鉄橋下流
全　　川
日光市関の沢大橋から上流
全　　川
矢板市大槻地先黒岩堰上流

６月１日（金）

６月３日（日）

６月15日（金）

区　　　　　　　　　　　　域 解禁日

小貝川・五行川
荒　川

鬼怒川

河川名

鬼怒川

区　　　　　　　　　域
茨城県境～真岡市砂ヶ原地先砂ヶ原橋

さくら市押上地先東北自動車道～佐貫頭
首工堰
佐貫頭首工堰から日光大渡橋

大谷川日光市開進橋から下流

塩谷町新荒川橋から下流
全　　川

田　川 宇都宮市横山町地先横山橋下流～同市大通り４丁目幸橋まで及び簗瀬町地先簗瀬橋から下流

山田川 全　　川
鬼怒川
（友釣
指定区域）

西鬼怒川

真岡市勝瓜頭首工堰～石井鬼怒新橋

解　禁　日
６月１日６時～

８月25日６時～

８月１日６時～

９月１日６時～
９月１日６時～

８月１日６時～
９月１日６時～

９月１日６時～

９月１日６時～

９月25日６時～
石井鬼怒新橋～さくら市押上地先東北自動車道橋
（岡本頭首工堰中心線から下流100ｍの禁漁区域を除く）
宇都宮市白沢地先東岡本町転倒堰下流

真岡市砂ヶ原地先砂ヶ原橋～
真岡市勝瓜頭首工堰の禁漁区域を除く

※

※

※

※

※ 荒川・五行川・小貝川・田川・山田川・大谷川は掛釣、擬似おとり釣は禁止。

河川名

鬼 怒 川

大 谷 川

西鬼怒川 宇都宮市白沢地先東岡本町転倒堰下流　
自　石井鬼怒新橋
至　さくら市押上地先東北自動車道橋

自　日光市大渡橋　至　日光市高徳発電所堰堤

日光市開新橋から上流

自６月３日
至９月24日

区　　　　　　　　域 指定期間

次の区域、期間を鮎の友釣、ドブ釣、毛針釣専用区域と指定する。
この区域、期間中は、友釣、ドブ釣、毛針釣以外の鮎採捕を禁止する。

河川名 禁　　漁　　区　　域

１月１日～12月31日

１月１日～12月31日
１月１日～12月31日
12月31日～解禁日前日
9月20日～翌年解禁日前日

１月１日～12月31日

11月1日～翌年解禁日前日
9月20日～翌年解禁日前日
9月20日～翌年解禁日前日

禁 漁 期 間
大谷川
志渡渕川
左沢川
行屋川
釡 川

江 川

鬼怒川
鬼怒川
東古屋湖
西荒川

西荒川

大谷川
大谷川
西鬼怒川

日光市上鉢石町地内、神橋　上、下流各50ｍの区域
筋違橋より上流の志渡渕川区域
大谷川合流点より上流の左沢川全域
真岡市田町地先、女体堰～同市荒町泉橋
宇都宮市天神2丁目田川合流点～同市松原3丁目兜橋

宇都宮市下栗地先暁橋～宇都宮市瑞穂野船着場下流
100ｍに至る区域

真岡市勝瓜、勝瓜頭首工堰から下流400ｍの区域
岡本頭首工堰から下流100ｍの区域
西荒川ダム～同地東古屋橋　上流端までの区域
塩谷町上寺島、東古屋橋上流端から上流の区域

塩谷郡塩谷町大字上寺島710番地先西荒川ダム中心線
から下流300ｍの区域

日光市大谷川特別漁場の区域内
日光市（開進橋上流）の大谷川及び各支流　※
宇都宮市下ヶ橋町地先西川橋から上流の西鬼怒川

毛針釣（流し毛針、テンカラ）禁止区域、期間
河川名
鬼怒川

区　　　　　　　域
真岡市勝瓜頭首工～さくら市押上地先東北自動車道

禁 止 期 間

※フライフィッシングは除く

4月1日～組合が定めて公
示する鮎解禁日の前日まで

　平成30年度（1月1日～12月31日）　　　　  5,500円
⑴組合費を納入した者には証として普通釣券を交付する。
⑵組合費は当年度漁業に従事すると否とにかかわらず納入し
なければならない。

平成30年度は、休場となります。

鬼 怒 川

大 谷 川
西鬼怒川
板 穴 川
小貝川・五行川
大 谷 川
田 川
荒 川


